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第１ 農業経営基盤の強化の促進に関する目標 

 

⑴ 尼崎市の農業の概要 

  尼崎市（以下「市」という。）は、兵庫県東南部に位置し、猪名川、武庫川

両河川領域を除き、市内全域が市街化区域となっている。 

  また、市の面積は 50.71㎢で、阪神都市圏域に属するとともに、農産物大消

費地に近接しており、葉物野菜を中心に、立地条件を活かした農業生産を展開

している。 

  農地面積は 80ha（令和 5年）で、市域に占める割合は約 1.6％である。農地

は生産緑地と宅地化農地に分類され、市の農地の約 88％が生産緑地である。 

  なお、平成 4 年度及び 5 年度指定の生産緑地 63.2ha（1,136 筆）のうち約

92％に当たる 57.9ha（1,034筆）が特定生産緑地の指定を受けている。 

 

⑵ 農家数と営農状況 

  市の農業構造は、農家数が 260 戸で、30a 以上の規模等の農林業経営体は

118 戸となっている。そのうち年間 500 万円以上の販売のある農家は 10 戸、

100～500 万円の農家は 37 戸、100 万円未満は 71 戸となっており、多くの農

家が水稲栽培を中心とした自給的農家となっている。（2020年農林業センサス

より） 

    近年、農家の高齢化に伴う担い手不足が一層進み、農地の適正な保全がより

難しくなってきているが、平成 30年に施行された「都市農地の貸借の円滑化

に関する法律」により、一定の手続きを経れば、生産緑地及び特定生産緑地の

貸借が可能となったことから、市において 19件（19,717㎡）の貸借を実現し

農地保全に繋げた。（令和 5年 7月） 

農地は市民に新鮮な農産物を供給するだけでなく、貴重な緑地空間としてヒ

ートアイランド現象の緩和などの環境面、雨水や地下水を溜め洪水を防ぐ等の

防災面、また、自然や農業を通した情操教育や環境学習の場の提供といった教

育面など、多面的な機能を持ち、都市において重要な役割を果たしていること

から、市はこれらの一層の保全に努める必要がある。 
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⑶ 年間農業所得、労働時間の目標等 

  市は、このような地域の農業構造の現状及びその見通しの下に、農業が職業

として選択し得る魅力とやりがいのあるものとなるよう、将来（概ね 5年後）

の農業経営の発展の目標を明らかにし、効率的かつ安定的な農業経営を育成

することとする。 

  具体的な経営の指標は、市をはじめとする阪神地域の現状を踏まえつつ、将

来における農業経営において、他産業並みの生涯所得に相当する年間農業所

得の水準として、主たる農業従事者 1 人当たり概ね 350 万円、年間労働時間

は 1,800 時間程度を実現できるものとし、これらの経営が本市農業生産の中

心部分を担う農業構造を確立していくことを目指す。 

  また、農家人口が減少していく中、農地を保全していくためには、次代を担

う若い就農者の確保が必要であるが、新たに農業経営を営もうとする青年等

については、営農する上での知識や技術に乏しく、経営面積も少ないことから、

1 人当たりの年間農業所得の目標としては概ね 200 万円、年間労働時間は

1,800時間を目指すべき水準とする。 

  新規就農希望者には、国・県・市が実施している各種就農支援情報を提供し、

一人でも多くの新規就農者を確保するため、阪神農業改良普及センター、兵庫

六甲農業協同組合、市農業委員会等の関係機関が連携し、継続的な指導や各種

研修への参加を支援する。 

     

⑷ 農業振興の方向と営農類型のあり方 

  市は、将来の農業を担う若い農業経営者の意向、その他の農業経営に関する

基本的条件を考慮して、農業者又は農業に関係する団体が地域の農業の振興

を図るために自主的な努力を助長することを旨として、意欲と能力のある者

が農業経営の発展を目指すに当たって、これを支援する措置を総合的に実施

する。 

まず、市は、尼崎市農業再生協議会、兵庫六甲農業協同組合、市農業委員会、

阪神農業改良普及センター等と十分な連携の下で実効性のある指導を行い、地

域における農業の将来展望とそれを担う農業者を明確にするため、徹底した話

合いを促進する。さらに、望ましい経営を目指す農業者や、その団体及びこれ

らの周辺農業者に対し、上記の指導体制が主体となって営農診断、営農改善方

策の提示等を行い、地域の農業者が主体性を持って自らの地域の農業の方向性
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に沿って農業経営の判断を行うこと等により、農業経営改善計画の自主的な作

成や相互の連携が図られるよう誘導する。 

また、兵庫六甲農業協同組合と連携を密にして、担い手のマッチングの促進

が意欲的な農業経営の規模拡大に資するよう努める。併せて集約的な経営展開

を助長するため、農業改良普及センターの指導の下に、品種の改善等による高

収益化を促進する。 

さらに、市内の農業生産の重要な担い手である女性農業者については、農業

経営改善計画の共同申請の推進や、地域の農業者の組織化等に当たっての話し

合いの場に女性の参加を呼びかける等、女性農業者の積極的な地域農業への参

画と協同を促進する。 

併せて、小規模兼業農家、生きがい農業を行う高齢農家、土地持ち非農家等

との間で必要な人材の提供等による役割分担を明確化しつつ､専業農家以外に

も本法（注１）その他の諸施策に基づく農業経営基盤の強化及び農業構造の再編

の意義について、理解と協力を求めていくこととする。 

特に、法第 12 条の農業経営改善計画の認定制度、法第 14 条の 4 の青年等

就農計画の認定制度については、本制度を望ましい経営の育成施策の中心に位

置づけ、支援措置について認定農業者に集中的かつ重点的に実施されるよう努

めることとし、市が主体となって、関係機関、関係団体にも協力を求めつつ制

度の積極的活用を図るものとする。 

  また、新たに農業経営を始めようとする青年等の確保・育成のため、関係機

関、関係団体と連携を図りながら制度の活用を推進し、就農段階から農業経営

の改善・発展段階まで一貫した支援を行う。 

 

（注１）農業経営基盤強化促進法 
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第２ 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する

営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標 

 

⑴ 経営類型 

  市において、第 1 に示したような目標を可能とする効率的かつ安定的な農

業経営の指標として、本市における主要な経営類型を示すと概ね次のとおり

である。 

 
ア 施設野菜＋露地野菜(少量多品目 出荷主体または直売主体) 

営農類型 経営規模 生産方式 経営管理の方法 農業従事の態様等 

施 設 野 菜

＋ 露 地 野

菜(少量多

品 目  出

荷 主 体 ま

た は 直 売

主体) 

＜作付面積等＞ 

施設ﾄﾏﾄ＝  3a×1回転 

ﾋﾟｰﾏﾝ＝    3a×1回転 

ﾅｽ＝       3a×1回転 

ｷｭｳﾘ＝     3a×1回転 

ｺﾏﾂﾅ＝     5a×5回転 

ﾎｳﾚﾝｿｳ＝   5a×3回転 

ﾐｽﾞﾅ＝     3a×4回転 

ｼｭﾝｷﾞｸ＝   2a×3回転 

ﾈｷﾞ＝    2a×2.5回転 

ｷｬﾍﾞﾂ＝  2a×1.5回転 

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ＝2a×1.5回転 

ﾊｸｻｲ＝   2a×1.5回転 

ﾚﾀｽ＝      2a×2回転 

ﾀﾞｲｺﾝ＝  3a×1.5回転 

ﾆﾝｼﾞﾝ＝    3a×2回転 

ﾀﾏﾈｷﾞ＝    2a×1回転 

ｼﾞｬｶﾞｲﾓ＝  2a×2回転 

 

＜経営面積＞ 

    47a 

 

＜資本設備＞ 

･ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ        3a 

･ﾄﾗｸﾀｰ        1台 

･軽ﾄﾗｯｸ           1台 

･動力噴霧機       1台 

 

＜将来見通し＞ 

･高品質、高付加価値化

生産販売の対応 

･減農薬栽培 

･省力機械化技術の導入 

 

 

･ＯＡ機器導入に

よる経営管理 

 

･青色申告の実施 

 

 

･家族経営協定の

締結に基づく給

料制の導入 

 

 

 

イ 露地葉物野菜(出荷主体または直売主体) 

営農類型 経営規模 生産方式 経営管理の方法 農業従事の態様等 

露 地 葉 物

野菜(出荷

主 体 ま た

は 直 売 主

体) 

＜作付面積等＞ 

ｺﾏﾂﾅ＝    10a×5回転 

ﾎｳﾚﾝｿｳ＝  10a×3回転 

ﾐｽﾞﾅ＝     5a×4回転 

ｼｭﾝｷﾞｸ＝   5a×3回転 

ﾈｷﾞ＝    8a×2.5回転 

 

＜経営面積＞ 

   38a 

 

＜資本設備＞ 

･ﾄﾗｸﾀｰ        1台 

･軽ﾄﾗｯｸ           1台 

･動力噴霧機       1台 

 

＜将来見通し＞ 

･高品質、高付加価値化

生産販売の対応 

･減農薬栽培 

･省力機械化技術の導入 

 

･ＯＡ機器導入に

よる経営管理 

 

･青色申告の実施 

 

 

･家族経営協定の

締結に基づく給

料制の導入 
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ウ 施設果菜類(直売主体)＋施設葉物野菜＋露地葉物野菜 

営農類型 経営規模 生産方式 経営管理の方法 農業従事の態様等 

施 設 果 菜

類(直売主

体)＋施設

葉 物 野 菜

＋ 露 地 葉

物野菜 

＜作付面積等＞ 

施設ﾄﾏﾄ＝ 10a×1回転 

施設ｺﾏﾂﾅ(ﾄﾏﾄ跡)＝ 

10a×2回転 

露地ｺﾏﾂﾅ＝ 8a×5回転 

露地ﾎｳﾚﾝｿｳ＝ 

8a×3 回転 

露地ﾐｽﾞﾅ＝ 6a×4回転 

 

＜経営面積＞ 

   32a 

 

＜資本設備＞ 

･ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ       10a 

･ﾄﾗｸﾀｰ        1台 

･軽ﾄﾗｯｸ           1台 

･動力噴霧機       1台 

 

＜将来見通し＞ 

･高品質、高付加価値化

生産販売の対応 

･減農薬栽培 

･省力機械化技術の導入 

 

･ＯＡ機器導入に

よる経営管理 

 

･青色申告の実施 

 

 

･家族経営協定の

締結に基づく給

料制の導入 

 

 

 

エ 施設野菜(直売主体＋観光農園) 

営農類型 経営規模 生産方式 経営管理の方法 農業従事の態様等 

施 設 野 菜 

(直売主体

＋ 観 光 農

園) 

＜作付面積等＞ 

施設イチゴ＝ 

16a×1回転 

 

＜経営面積＞ 

     16a 

 

＜資本設備＞ 

･温室ハウス       16a 

･高設養液栽培設備 

･動力噴霧機       1台 

･軽ﾄﾗｯｸ           1台 

･冷蔵庫        1台 

･CO2発生装置      1台 

･暖房機      1台 

 

＜将来見通し＞ 

･高品質、高付加価値化

生産販売の対応 

･6 次化加工商品の開発

による販売 

 

･ＯＡ機器導入に

よる経営管理 

 

･青色申告の実施 

 

 

･家族経営協定の

締結に基づく給

料制の導入 

 

 

 

オ 施設野菜＋露地野菜(出荷主体＋観光農園) 

営農類型 経営規模 生産方式 経営管理の方法 農業従事の態様等 

施 設 野 菜

＋ 露 地 野

菜(出荷主

体 ＋ 観 光

農園) 

＜作付面積等＞ 

施設イチゴ＝ 

5a×1 回転 

ブルーベリー＝ 

4a×1 回転 

 

＜経営面積＞ 

   9a 

 

＜資本設備＞ 

･SmartBRID（複合環境制

御盤） 

･温室ハウス        5a 

･養液栽培システム 

 

＜将来見通し＞ 

･高品質、高付加価値化

生産販売の対応 

･6 次化加工商品の開発

による販売 

 

･ＯＡ機器導入に

よる経営管理 

 

･青色申告の実施 

 

 

･家族経営協定の

締結に基づく給

料制の導入 

 

 

 

（注） 個別経営体に係る営農類型ごとの農業経営の指標において、その前提となる労

働力構成については、ここでは、標準的な家族農業経営を想定して、主たる従事

者 1人、補助従事者 1～2人程度として示している。 
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⑵ 経営管理の方法 

ア 複式簿記記帳による農業経営と家計の分離 

イ 青色申告の実施 

   

第２の２ 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様に関す

る営農の類型ごとの新たに農業経営を始めようとする青年等が目標とすべき農

業経営の指標 

  

 新たに農業経営を始めようとする青年等が目標とすべき農業経営の指標とし

ては、市内で展開している優良事例を踏まえつつ、主要な営農類型については、

市内における営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標を参考とし、

1人当たりの年間農業所得の目標は概ね 200万円、年間労働時間は 1,800 時間を

目指すものとする。 
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第３ 農業を担う者の確保及び育成に関する事項 

 

⑴ 農業を担う者の確保及び育成の考え方 

市の都市農業の特徴である、葉物野菜などを安定的に生産し、市の農業の維

持・発展に必要となる効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、生産方式

の高度化や経営管理の合理化に対応した高い技術を有した人材の確保・育成に

取り組む。このため、認定農業者制度、認定新規農業者制度及びそれらの認定

を受けた者に対する各種支援制度を活用するとともに、兵庫六甲農業協同組合、

市農業委員会、阪神農業改良普及センター等と連携して指導や相談対応等に取

り組む。 

また、新たに農業経営を営もうとする青年等の就農を促進するため、これら

の青年等に対する就農情報の提供、必要となる農用地等や農業用機械等のあっ

せん・確保・資金調達、青年等就農計画の認定・フォローアップ、認定新規就

農者向けの支援策の積極的な活用の推進、認定農業者への移行に向けた経営発

展のための支援等を行う。 

  さらに、農業従事者の安定確保を図るため、農業従事の態様等の改善、家族

経営協定締結による就業制、休日制、ヘルパー制度の導入、高齢者及び非農家

等の労働力の活用等に取り組む。 

  加えて、農業の将来を担う幅広い人材の確保、職業としての農業の魅力等の

発信、雇用されて農業に従事する者、定年退職後に農業に従事する者、他の仕

事とともに農業に従事する者など農業生産に関わろうとする多様な人材に対

し必要な情報の提供、農地の貸し手とのマッチング、研修の斡旋等の支援を行

う。 

 

⑵ 市町村が主体的に行う取組 

  市は農業従事者や新たに農業経営を始めようとする青年等及び農業を担う

多様な人材の確保に向け、阪神農業改良普及センターや兵庫六甲農業協同組

合など関係機関と連携して、就農等希望者に対する情報提供、就農後の定着に

向けて、販路開拓や営農面などの様々な相談に対応し、他の農家等との交流の

場を設けるなど、必要なサポートを行う。 

また、青年等就農計画の達成が見込まれる者に対しては、引き続き農業経営

改善計画の策定を促し、認定農業者へと誘導する。 
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  さらに、認定農業者や認定新規就農者が農業経営改善計画に定める目標と

する所得の達成に向け、販売機会及び生産・出荷量の増大を図るため、積極的

に認定農業者等の育成に取り組むとともに、農地の有効活用や障害者等の生

きがいづくりの達成に向け、農業従事者と福祉事業所等が連携して行う農福

連携にも取り組む。 

 

⑶ 関係機関との連携・役割分担の考え方 

  市は、兵庫六甲農業協同組合、市農業委員会、阪神農業改良普及センター等

の関係機関と連携しつつ、市が全体的な管理・推進を行いながら、就農等希望

者への情報提供や相談対応、農用地や農業用機械等のあっせん・確保、就農後

の定着に向けたサポート等を実施する。 

 

⑷ 就農希望者のマッチング及び農業を担う者の確保・育成のための情報収

集・相互提供 

  市は、兵庫六甲農業協同組合、市農業委員会等と連携して、就農後の農業経

営・収入・生活のイメージ等、就農希望者が必要とする情報を収集・整理し、

県及び農業経営・就農支援センターへ情報提供する。 
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第４ 効率的かつ安定的な農業経営者に対する農用地の利用関係の改善に関す

る事項 

 

⑴ 農用地の利用関係の改善に関する事項 

 ア 農用地の利用状況及び営農活動の実態等の現状 

    市において生産される農作物は、野菜と水稲が主であり、都市部の農地

としてその特徴を活かした経営が行われており、概ね耕作できる農地は

利用されている。 

 

イ 今後の農地利用等の見通し及び将来の農地利用のビジョン 

    農業後継者不足等により地域の担い手だけでは相続等による遊休農地

を受け入れられなくなることが予想される。 

このため、認定農業者等を中心とした効率的かつ安定的な農業者を育成

するとともに、「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」なども活用し、そ

れらの者に地域の農地を賃貸できるよう誘導するとともに、関係機関が一

体となって地域の農地を守る体制の整備等を進めることにより、農地の効

率的利用を促し、農業の振興を図ることを目的とする。 

 

  ウ 関係団体等との連携 

    市では、関係機関が有する農地情報の共有化を行い、地域の担い手、認

定農業者、地域の農業経営体への農地貸借を促進するため、市農業委員会、

兵庫六甲農業協同組合等と連携して事業の推進を図ることとする。 
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第５ その他 

 

この基本構想に定めるもののほか、農業経営基盤強化促進事業の実施に関し

必要な事項については、別に定めるものとする。 

 

附 則 

 この基本構想は、平成 30年 4月 1日から施行する。 

 この基本構想は、令和 5年 10月 1日から施行する。 

 


